
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室

発達障害支援の取り組みについて



発達障害児者支援関係予算

令和８年度当初予算

強度行動障害者支援のための中核的人材養成研修事業

〇発達障害者支援センター運営事業（都道府県必須事業）

〇発達障害者支援地域協議会による体制整備事業（都道府県必須事業）

〇家庭・教育・福祉連携推進事業（市町村任意事業）

※（）内は前年度当初予算額世界自閉症啓発デー普及啓発関係予算
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〇発達障害者支援体制整備事業【拡充】（都道府県・指定都市） 4.3億円（4.3億円）

〇発達障害児者地域生活支援モデル事業（都道府県・市区町村） 13百万円（20百万円）

〇かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業（都道府県・指定都市）14百万円（19百万円）

〇発達障害児者及び家族等支援事業（都道府県・市区町村） 1.6億円（1.6億円）

〇発達障害診断待機解消事業（都道府県・指定都市） 93百万円（93百万円）
・発達障害専門医療機関初診待機解消事業
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業

地域生活支援事業 505億円の内数（502億円）

地域生活支援促進事業



発達障害者支援に関する主な施策について

発達障害者支援法において、国や地方公共団体等が発達障害者への支援（早期発見、早期支援、保育、
教育、就労支援、地域での生活支援、家族等への支援、人材の確保 等）を推進するよう規定されてお
り、具体的には、主に以下の施策を講じている。

総合的な支援
・「発達障害者支援センター」における相談支援等
・発達障害者支援体制整備事業［都道府県・指定都市］（発達障害者地域支援マネジャーの配置 等）

早期の発見・早期の診断
・かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業［都道府県・指定都市］

・発達障害専門医療機関初診待機解消事業［都道府県・指定都市］

地域での継続的な医療の対応
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業［都道府県・指定都市］

発達障害児への発達支援

・児童福祉法に基づく給付（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）

・巡回支援専門員整備（地域障害児支援体制強化事業として実施）

家族等への支援
・発達障害児者及び家族等支援事業［都道府県・市町村］（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラムの実施等）

関係機関の連携
・家庭・教育・福祉連携推進事業［市町村］

（地域連携推進マネジャーを配置し、教育・福祉・家庭の関係構築の場の設置や合同研修等を実施。）

人材育成
・国立障害者リハビリテーションセンターや国立精神・神経医療研究センターにおいて各種研修の実施
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発達障害者支援センター運営事業

厚生労働省

都道府県・指定都市
障害者総合支援法に基づく都道府県地域
生活支援事業として実施（必須）

発達障害者支援センター
（全都道府県、指定都市（６７）に設置）

補助

地域住民
企業

2025年の発達障害者支援センター
運営事業計画書提出数 103カ所

（体制） 職員配置
・管理責任者
・相談支援担当職員(常勤)
・発達支援担当職員(常勤)
・就労支援担当職員(常勤)

＊管理責任者はセンターの運営に必要な
知識 及び経験を有する者

＊相談支援担当職員は社会福祉士等
＊発達、就労担当職員は相当の経験及び
知識を有する者

「発達障害者地域支援マネジャー」
との連携の努力義務

①相談支援
（専門的相談、情報の提供、助言）

②発達支援
（発達に関する指導又は助言等）

③就労支援
（就労に関わる相談等による支援）

本
人
及
び
家
族
等
へ
の
支
援

発達障害児（者）やその家族等の身近な地域にお
ける関係機関による継続的な支援に結びつける

発達障害児者・家族等

④関係施設や関係機関等に対する普及啓発及び研修

関係施設
関係機関等

1095機関
小学校、中学校、高等学校
大学、特別支援学校等

・児童発達支援センター等の関係施設等の職員の研修
・発達障害児(者)に関わる教育関係者及びセンター職員等の合同研修
・警察等関係機関との連携

地
域
へ
の
支
援

・連絡協議会の開催、発達障害者支援地域協議会の参画

・地域住民に対する普及啓発

発達障害者支援センターの取組（令和7年の実施報告より）

相談支援・発達支援・就労支援
（実支援人数）

＊不明・未診断 36％
＊知的障害あり 9%

機関コンサルテーション

3,674機関（10,505回）

児童通所支援、保育所、小学校
相談支援事業所、生活介護等の
50以上の事業種で実施

関係機関への研修

主催 1,908回
講師派遣 3,486回
延べ参加者 175,566人

医療、保健、福祉、教育、労働や捜
査及び裁判に関する業務に従事する
者等への研修実施

・機関コンサルテーションの実施

訪問して具体的な助言等や、
技術的な支援を共に検討する

医療、保健、
福祉、教育、
労働、
民間団体等

発達障害の特性を有すると思料
される場合の利用も可能
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46%

45%

9%
18歳以下
27360人

19歳以上
26493人

不明
5093人



発達障害者支援センターの地域支援機能の強化（平成２６年～）

発達障害については、支援のためのノウハウが十分普及していないため、各地域における支援体制の確立が

喫緊の課題となっている。このため、市町村・事業所等支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応等につ

いて、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図り、支援体制の整備を推進。

発達障害者支援センター

市町村

発達障害者支援体制整備（地域生活支援事業）都道府県等

●相談支援（来所、訪問、電話等による相談）
●発達支援（個別支援計画の作成・実施等）
●就労支援（発達障害児（者）への就労相談）
●その他研修、普及啓発、機関支援

①アセスメントツールの導入
②個別支援ファイルの活用・普及

事業所等

対応困難ケースを含めた

支援を的確に実施

困難事例の対応能力の向上全年代を対象とした支援体制の構築

（求められる市町村の取組） （求められる事業所等の取組）

医療機関

①専門的な診断評価
②行動障害等の入院治療

身近な地域で発達障害に関する適切な
医療の提供
（求められる医療機関の取組）

発達障害者地域支援マネジャーが中心

体制整備支援 医療機関との連携困難ケース支援

地域支援機能の強化へ

【課題】
中核機関としてセンターに求められる市町村・事業所等の
バックアップや困難事例への対応等が、センターへの直接
の相談の増加等により十分に発揮されていない。

・原則として、センターの事業として実施
・地域の実情に応じ、その他機関等に委託可

●発達障害者支援地域協議会 ●市町村・関係機関及び関係施設への研修
●アセスメントツールの導入促進 ●ペアレントメンター（コーディネータ）

地域を支援するマネジメントチーム
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地域における発達障害者の支援体制（イメージ）

⚫ 乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援の提供を目的として、関係機関等によるネットワークの構築、

ペアレントメンター・ペアレントトレーニング等の導入による家族支援体制の整備、発達障害特有のアセスメントツールの導入を促

進するための研修会等の開催を行っている。また、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図るため、全

ての都道府県・指定都市に「発達障害者地域支援マネジャー」の２名以上の配置を行い、市町村・事業所・医療機関との連携や困難

ケースへの対応を行っている。

⚫ 強度行動障害の状態にある者等の支援に高い専門性を有する「広域的支援人材」を発達障害者支援センター等に配置し、地域支援体

制の強化を図るとともに、当該人材が障害福祉サービス事業所等の従業者と協働して、適切なアセスメントや有効な支援方法の整理

を行う取組を障害福祉サービス等報酬において評価（集中的支援加算）。

１．住民にわかりやすい窓口の設置や連絡先の周知
２．関係部署との連携体制の構（例：個別支援ファイルの活用・普及）
３．早期発見、早期支援等（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラム、ペアレントメンター、

ソーシャルスキルトレーニング）の推進
・人材確保／人材養成 ・専門的な機関との連携 ・保健センター等でアセスメントツールを活用

都道府県・指定都市

市町村

○発達障害者支援センター
・発達障害者及びその家族からの相談に応じた適
切な助言等の実施（直接支援）

・関係機関との連携強化や各種研修の実施による
地域での総合的な支援体制の整備の推進（間接
支援）

○発達障害者地域支援マネジャー
・市町村・事業所・医療機関との連携及び困難事
例への対応等による地域支援の機能強化を推進
（主に発達障害者支援センターへ配置）
→体制の強化による困難事例等への対応促進

○集中的支援の実施のための体制整備
・広域的人材の配置等

相談、コンサルテーションの実施

派遣・
サポート

○地域のおける発達障害児者の支援体制に関す
る課題について情報共有し、関係機関の連携
の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じ
た体制の整備について協議を行う
※年２～３回程度開催

○自治体内の支援ニーズや支援体制の把握
・市町村又は障害福祉圏域ごとの支援体制の整
備の状況や発達障害者支援センターの活動状
況について検証

○家族支援やアセスメントツール
の普及を計画

参画・検証 発達障害者支援地域協議会

連携

○家族支援のための人材育成（家族の対応力向上）
・ペアレントトレーニング
・ペアレントプログラム
・ペアレントメンター 等

○当事者の適応力向上のための人材育成
・ソーシャルスキルトレーニング等

○アセスメントツールの導入促進
・Ｍ－ＣＨＡＴ、ＰＡＲＳ-ＴＲ等

○支援人材に関わるネットワーク構築
・中核的人材等の強度行動障害支援に関する連携等

研修会等の実施計画の実施

展開・
普及



発達障害の早期発見に関する市町村及び都道府県の体制整備

エムチャット パーズ かいていばん

■発達障害者支援法 第５条
１ 市町村は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条及び第１３条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に
十分留意しなければならない。
５ 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な
技術的援助を行うものものとする。

■■障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業

・都道府県事業（任意） 「発達障害者支援体制整備 」
①発達障害地域支援マネジャーは、アセスメントツールの導入など市町村の支援体制の整備に必要な相談、助言等を行う。
②発達障害の支援の尺度となるアセスメントツールの導入を促進するための研修を実施する。
※地域障害児支援体制強化事業 「巡回支援専門員整備」とも連携（こども家庭庁所管）
発達障害者支援に関するアセスメント手法についての知識と技術を持った専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に
巡回支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図る

 Modified - Checklist  for  Autism  in Toddlers

（乳幼児期自閉症チェックリスト修正版）

対象：１６～３０か月の幼児

方法：養育者が質問紙に記入する

目的：社会性の発達状況の確認、自閉症ス

ペクトラムの可能性について把握する

Parent-interview  ASD  Rating Scales – Text  

  Revision

（親面接式自閉スペクトラム症評価尺度テキスト改訂版）

対象：３歳以上の児者

方法：専門家が養育者へのインタビューを行う

目的：幼児期から成人期まで、自閉症スペクト

ラムの行動特徴の有無を継続的に把握する

アセスメントツールの例

M-CHAT（１歳６か月健診で使用可能） ＰＡＲＳ－ＴＲ（３歳児健診以降で使用可能） CLASP

Check List of obscure disAbilitieS in Preschoolers

（顕在化しにくい発達障害の特性を早期に抽出する

    チェックリスト）

 対象：５～６歳（年長児）

方法：幼稚園・保育所の先生等が質問紙に記入

目的：就学前に顕在化しにくい発達障害（吃音

症・チック症・LD・発達性協調運動障害）の可能

性について把握する

7



発達障害児者及び家族等支援事業

【事業概要】
• 発達障害者の家族が互いに支え合うための活動等を行うことを目的とし、ペアレントメンターの養成や活動の支援、ペアレントプロ
グラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達障害児者及びその家族に対す
る支援体制の構築を図る。

【実施主体】都道府県、市区町村 【補助率】１／２
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・ペアレントメンターに必要な研修の実施
・ペアレントメンターの活動費の支援
・ペアレントメンター・コーディネーターの配置 等

・同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児を持つ
保護者同士、きょうだい同士等の集まる場の提供

・集まる場を提供する際の子どもの一時預かり 等

・発達障害児者の適応力向上のためのソーシャ
ルスキルトレーニング（SST）の実施 等

・保護者に対するペアレントプログラム、
   ペアレントトレーニングの実施 等

・ワークショップ等の開催による青年期の発達
障害者同士が交流する機会の提供 等

ペアレントメンター養成等事業 家族のスキル向上支援事業

ピアサポート推進事業 その他の本人・家族支援事業

発達障害者等青年期支援事業



かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

【事業概要】
• 発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、又は診療することの多い小児科医などのかかりつけ医等
の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障
害の対応を可能とし、早期発見・早期支援の推進を図る。

【実施主体】都道府県、指定都市 【補助率】１／２

国
国立精神・神経医療研究センター（NCNP）
【指導者養成研修】（国の研修）・・・令和2年度より改変
・発達障害者支援研修 指導者養成研修パートⅠ～Ⅲ

都道府県・政令市管内で
勤務する医療従事者

研修受講 指導者養成

地域の医療機関、診療所
（かかりつけ医等の医療従事者）

発達障害への気づき、

特性を踏まえた日常診療の提供等

連携

早期発見・早期支援の推進

研修指導者

専門医等がいる病院
（専門医等の医療従事者）
専門的な診療、状態が落ち着けば
かかりつけ医を紹介

都
道
府
県

政
令
指
定
都
市

各
地
域

都道府県、政令市で
かかりつけ医等発達障害対応力向上研修を実施

本事業の補助対象
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発達障害専門医療機関初診待機解消事業

【事業概要】

都道府県等は、発達障害の診断を行う医療機関が実施している発達障害のアセスメント等について、アセスメントを

行う職員の配置、外部への委託、行動観察等の情報提供を受けるなどにより、アセスメントの強化を行う。

現
在

発達障害児者
とその家族

受
診
申
込

初
診
待
機
解
消
事
業

都道府県等は状況に応じて以下の（ア）～（ウ）のいずれか、またはすべてを実施することができる

○医療機関内でアセスメント、カウ
ンセリングを実施する職員を配置
することでアセスメントを強化し、
円滑な診療につなげる

（ア）診断医療機関にアセスメント
対応職員を配置

【アセスメント対応職員】 【診断医療機関】

配
置

○児童発達支援センター、発達障害者
支援センター等に委託し、 患者のア
セスメントや保護者へのカウンセリン
グを実施し、診断医療機関に引き継ぐ

（イ）児童発達支援センター等に
アセスメントを委託

【児童発達支援センター等】

○こどもが通う施設等に出向き行動観
察の視点等を伝えつつ行動観察等を
依頼し、得られた情報を関係機関と
共有しアセスメントの参考とする

（ウ）診断医療機関のケースワーカー等
による行動観察等

【診断医療機関の
ケースワーカー等】 【こどもが通う施設】

訪
問

診断医療機関

①患者のアセスメント
②患者の診断
③保護者へのカウンセリングを実施

課題
アセスメント等に時間がかかるため
待機期間が長期化

アセスメント強化

アセスメント強化を行うことで診断期間を短縮
＊診断待機中にアセスメント等を実施することで家族の不安も軽減



発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業

拠点となる医療機関以外の
専門性を有する医療機関

【事業概要】

発達障害の専門的医療機関の確保を目的として、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための実地研修等

の実施や医療機関の研修実施のコーディネートを行う発達障害医療コーディネーターの配置を行う。

＜事業イメージ＞

都道府県・指定都市

実
地
研
修

（
診
察
へ
陪
席
）

発達障害児者とその家族

指定

地域の医療機関
（開所して間もない医療機関や発達障害に関する患者が多い医療機関 等）

※医療機関によっては、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修も併せて受講

発達障害医療コーディネーター

①医療機関の研修実施のコーディネート

②医療機関同士の研修会実施

③当事者・家族に対して適切な医療機関
の紹介

一部
委託可

地域の拠点となる
医療機関

（高度な専門性）

医
師
等
が
出
向
き

助
言
・
指
導
等

11



発達障害児者の地域生活支援モデル事業（地域生活支援促進事業）

発達障害児者地域生活支援モデル事業マネージャー

（モデル事業の進行管理、情報収集等）
企画・推進委員会

（モデル事業の企画・推進等）

審査・指導・助言・総括

＜モデル事業の実施内容＞

発達障害の地域生活支援モデル検討委員会 （国）

（都道府県・市区町村）

【事業概要】

   発達障害児者やその家族が地域で安心して暮らしていけるような支援手法を構築するためのモデル事業を実施し、これにより地域生活支援

の向上を図る。

【実施主体】都道府県・市区町村 【補助率】１／２

※①と②は優先的採択テーマ

連携

• 発達障害児者については、地域住民等との間で課題や困り事に直面する場合があり得る。
• これらの再発や深刻化等を予防し、発達障害児者の社会生活等を安定させることを目的として、当事者同士が行う活動等に対する効果的な支援
手法や、医療・保健・福祉・教育・労働等の各分野間の連携による切れ目のない支援手法を開発する。

＜モデル事業の採択テーマ＞

① 発達障害児の子育てに悩む保護者が身近な場所で子育ての仕方を学ぶためのペアレント・トレーニングについて、実施方法や実施する人材の育
成手法の開発

② 強度行動障害を有する者が利用する障害福祉サービスの事業所職員等の専門性向上を図るため、コンサルテーション等を行う人材の育成手法や、
多領域連携を含む地域での支援体制の開発

③ 地域で暮らす発達障害者に困り事が生じたときに、発達障害者の特性を理解した上で地域や関係機関において適切な対応を行うための効果的な
支援手法の開発

④ 発達障害者の社会生活等の安定を目的として、当事者同士の活動や、当事者・その家族・地域住民等が共同で行う活動に対する効果的な支援手
法の開発

⑤ ライフステージを通じて、切れ目なく発達障害者を支援するため、医療・保健・福祉・教育・労働等の分野間で連携した支援手法の開発



発達障害児者地域生活支援モデル事業

令和４年度から優先的に採択するテーマ

「地域におけるペアレント・トレーニング実施者養成及び

ペアレント・トレーニング実施体制の構築」
令和元年度障害者総合福祉推進事業

発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成に関する調査

令和２年度障害者総合福祉推進事業

地域の発達障害者支援機関等で実施可能なペアレント・トレーニング実施テキストの作成

「地域における強度行動障害者支援のための支援体制構築」
令和２年度障害者総合福祉推進事業

強度行動障害者に対する、コンサルテーションの効果と、指導的人材養成に関する研究

推進事業等の成果を地域支援体制整備に反映
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家庭・教育・福祉の連携推進事業

• 教育と福祉の連携については、地域での切れ目ない支援が求められており、厚生労働省・文部科学省において「家庭と教育と福祉の連
携「トライアングル」プロジェクト」を立ち上げ、報告をとりまとめた。

• 各市町村がこの報告書における教育と福祉の連携を推進し、保護者支援を推進するための方策を実施し、その検証結果について報告を
行う事業を実施する。

14

⚫ 教育・福祉の連携を強化し、障害のある子どもとその家族の地域生活の向上を図るため、家庭・教育・福祉を
つなぐ「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置し、

①教育と福祉の連携を推進するための方策
• 教育委員会、福祉部局、学校、障害児通所支援事業所の関係構築の場の設置
• 障害福祉制度の周知を図るための福祉部局と教育委員会等による合同研修の実施

②保護者支援を推進するための方策
• 保護者支援のために相談窓口を整理し、ハンドブックの作成

等の連携方策を実施する。

市町村単位で
家庭・教育・福祉の

連携を実現

福祉 教育

家庭

障害のある子ども



発達障害者支援法第23条における専門的知識を有する人材確保

第二十三条 国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害

に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに
捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深め、及び専
門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講じるものとする。

発達障害者支援法第23条

警察の取組

警察庁より、各都道府県警察宛て、警察官を含む警察職員に対して発達障害者への理解を促進する研修の実施を促
す旨の通達を発出。（平成28年3月、平成29年6月）

裁判所の取組

最高裁判所より、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に対して発達障害者への理解を促進する研修の実施を促す
旨の事務連絡を発出。（平成2９年3月）

矯正施設の取組

法務省矯正局より、矯正施設等に対して発達障害者への理解を促進する研修の実施を促す旨の事務連絡を発出。
（平成２９年５月）

厚生労働省から、障害保健福祉主管部局に対して、各都道府県、指定都市において、関係機関で実施
する研修の講師について、発達障害支援センターの職員の派遣等について協力依頼の事務連絡を発出。
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○ 平成１９年１２月、国連総会においてカタール国の提案により、「４月２日を世界自閉症啓発デーに定める」決
議が採択され、２００８年以降各国で普及啓発の取組が行われている。

○ わが国でも、世界自閉症啓発デーの４月２日から８日までを「発達障害啓発週間」と定め、毎年、啓発イベント
の開催やランドマークのブルーライトアップ等の活動を行い、自閉症をはじめとする発達障害について啓発活動を
行っている。

（１）世界自閉症啓発デー2025・啓発イベント
①啓発イベント
日時：令和８年４月２日（木）18:00～18:50
場所：東京タワー イベントスペース
テーマ：「ちがいはちから つながりは未来」
内容：セサミストリートとHERALBONYによる

トークショー
②東京タワー・ライトアップ点灯式

東京タワーライトアップ
（昨年の模様）

世界自閉症啓発デー（４月２日）、発達障害啓発週間（４月２日～８日）

概要

啓発イベント

啓発ポスター

（２）主催団体等
主 催：厚生労働省、一般社団法人日本自閉症協会
共 催：文部科学省、こども家庭庁

国立特別支援教育総合研究所、全日本自閉症支援者協会
日本自閉症スペクトラム学会、全国情緒障害教育研究会
一般社団法人日本発達障害ネットワーク、発達障害者支援セ
ンター全国連絡協議会、一般社団法人全国児童発達支援協議会、
自閉症児者を家族にもつ医師・歯科医師の会、国立重度知的障
害者総合施設のぞみの園、Sesame Workshop

後 援：内閣府、法務省、外務省、国土交通省

啓発イベントの様子 点灯式の様子
16



発達障害支援施策の進捗状況

17

98か所

2018

発達障害者支援法
2005年4月施行

発達障害者支援法 改正
2016年８月施行

67か所

64か所

2014:発達障害者地域支援マネジャー 59か所

601か所2010:M-CHAT/PARS-TR 2019:CLASP追加

2016:かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修事業

40か所

17か所

10か所2019:発達障害専門医療機関
ネットワーク構築事業

2010:ペアレントメンター養成 51か所

2014:ペアレントトレーニング
（ペアレントプログラム）

432か所
284か所

129か所
同等の事業も含む

2007:発達障害情報・支援センター

実施都道府県
・指定都市数

実施市町村数

2017:発達障害者支援地域協議会2013:発達障害者支援体制
   整備検討委員会

67か所

56か所

38か所

274か所

10か所

41か所

243か所

2019 2020

6か所2007:発達障害児者支援開発事業（モデル事業） 8か所

2022:優先テーマの設定

2009:世界自閉症啓発デー普及啓発事業

2021:ナビポータル

2021

2025年度の状況

2019:発達障害専門医療機関
初診待機解消事業

総合的
な支援

早期発見
早期支援

地域での
継続的な
医療の対応

家族支援

地域生活
支援

関係機関
との連携

広域的支援
人材の配置

普及啓発

2024:広域的支援人材
による集中的支援

2024

19か所

2020:家庭・教育・福祉
連携推進事業

2005:発達障害者支援センター運営事業
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